
情報公開規程 

目的 

第１条 この規程は、特定非営利活動法人棚田 LOVER’ｓ（以下、法人という）が情報公開

規定の趣旨（「ＮＰＯ法人は自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民の

信頼を得て、市民によって育てられるべきであるとの考え」）に鑑み、情報公開に関し必

要な事項について定めるものとする。 

（公開書類） 

第２条 公開書類は以下のとおりとする。 

（1） 事業報告書等 

（2） 役員名簿 

（3） 定款等 

（4） 認定等の申請書に添付した認定等の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由

に該当しない旨を説明する書類 

（5） 認定等の申請書に添付した寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した

書類 

（6） 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規定 

（7） 前事業年度の収益の明細など 

（8） （7）のほか、特定非営利活動促進法施行規則第 32条第 2項で定める書類 

（9） 助成金の支給の実績を記載した書類 

（10） 海外への送金又は金銭の持出し（その金額が 200万円以下のものを除く）を行うと

きの金額並びにその予定日を記載した書類 

ただし、寄附者名簿等の個人情報が含まれるものについては公開対象から除外する。 

（閲覧場所） 

第３条 公開書類の閲覧場所は、主たる事務所とする。 

(閲覧日時） 

第４条 閲覧希望者は、希望日時の３日前までに主たる事務所へ連絡することとする。 

2 当法人は正当な理由があるときは閲覧希望者に対し、閲覧希望日を指定することができ

る。 

（付則） 

この規程は設立の登記の日から実施する。 

 


